
内閣府子ども・子育て本部

子ども・子育て支援新制度の概要について

資料２－２



○ 自公民３党合意を踏まえ、子ども・子育て関連３法が成立（平成24年８月）。幼児教育
・保育・地域の子ども・子育て支援を総合的に推進。

○ 消費税の引き上げにより確保する０．７兆円程度を含め、追加の恒久財源を確保し、

すべての子ども・子育て家庭を対象に、幼児教育、保育、地域の子ども・子育て支援の

質・量の拡充を図る。

○ 新制度は平成２７年４月に本格施行。市町村が、地方版子ども・子育て会議の

意見を聴きながら、子ども・子育て支援事業計画を策定し、実施。

子ども・子育て支援新制度のポイント
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子ども・子育て関連３法（平成24年8月成立）の趣旨と主なポイント

◆３法の趣旨
自公民３党合意を踏まえ、保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下

に、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進

＊子ども・子育て関連3法とは、①子ども・子育て支援法②認定こども園法の一部改正法③児童福祉法の一部改正等関係法律の整備法

◆主なポイント
① 認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付（「施設型給付」）

及び小規模保育等への給付（「地域型保育給付」）の創設

＊地域型保育給付は、都市部における待機児童解消とともに、子どもの数が減少傾向にある地域における保育機能の

確保に対応

② 認定こども園制度の改善（幼保連携型認定こども園の改善等）

・幼保連携型認定こども園について、認可・指導監督の一本化、学校及び児童福祉施設としての法的位置づけ

・認定こども園の財政措置を「施設型給付」に一本化

③ 地域の実情に応じた子ども・子育て支援（利用者支援、地域子育て支援拠点、

放課後児童クラブなどの「地域子ども・子育て支援事業」 ）の充実
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④ 市町村が実施主体

・ 市町村は地域のニーズに基づき計画を策定、給付・事業を実施

・ 国・都道府県は実施主体の市町村を重層的に支える

⑤ 社会全体による費用負担

・ 消費税率の引き上げによる、国及び地方の恒久財源の確保を前提

（幼児教育・保育・子育て支援の質・量の拡充を図るためには、消費税率の引き上げにより確保する０.７兆円

程度を含めて１兆円超程度の追加財源が必要）

⑥ 政府の推進体制

・ 制度ごとにバラバラな政府の推進体制を整備（内閣府に子ども・子育て本部を設置）

⑦ 子ども・子育て会議の設置

・ 国に有識者、地方公共団体、事業主代表・労働者代表、子育て当事者、子育て支援当事者等（子ども・子育て支

援に関する事業に従事する者）が、子育て支援の政策プロセス等に参画・関与することができる仕組みとして、

子ども・子育て会議を設置

・ 市町村等の合議制機関（地方版子ども・子育て会議）の設置努力義務

⑧ 施行時期

・平成２７年４月に本格施行
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※ 幼保連携型については、認可・指導監督の一本化、
学校及び児童福祉施設としての法的位置づけを
与える等、制度改善を実施

保育所 ０～５歳

認定こども園 ０～５歳

幼稚園型 保育所型 地方裁量型

小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育

認定こども園・幼稚園・保育所・小規模保育など
共通の財政支援

施設型給付

地域型保育給付

幼稚園 ３～５歳

・利用者支援事業
・地域子育て支援拠点事業
・一時預かり事業
・乳児家庭全戸訪問事業
・養育支援訪問事業等
・子育て短期支援事業

・子育て援助活動支援事業
（ファミリー・サポート・セン
ター事業）

・延長保育事業
・病児保育事業
・放課後児童クラブ

・妊婦健診

・実費徴収に係る補足給付
を行う事業

・多様な事業者の参入促進・
能力活用事業

地域の実情に応じた
子育て支援

地域子ども・子育て支援事業

仕事と子育ての
両立支援

・企業主導型保育事業
⇒事業所内保育を主軸とした企
業主導型の多様な就労形態に
対応した保育サービスの拡大
を支援（整備費、運営費の助
成）

・ベビーシッター等利用者
支援事業
⇒残業や夜勤等の多様な働き
方をしている労働者等が、低廉
な価格でベビーシッター派遣
サービスを利用できるよう支援

仕事・子育て両立支援事業

子ども・子育て支援新制度の概要
市町村主体 国主体

幼保連携型

※私立保育所については、児童福祉法第24条により市町村が
保育の実施義務を担うことに基づく措置として、委託費を支弁
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子どもが減少しても、認定こども
園を活用し、一定規模の子ども
集団を確保しつつ、教育・保育の
提供が可能

①認定こども園制度の改善
・幼稚園と保育所の機能を併せ持つ施設
・「二重行政の解消」「財政支援の充実」によ
り、地域実情に応じた展開が可能

施設・人員に余裕のある幼稚
園の認定こども園移行により、
待機児童の解消が可能

子どもが減少し、保育所（20人以
上）として維持できない場合で
も、小規模保育等として、身近な
場所で保育の場の維持が可能

②小規模保育等への財政支援の創設
・「小規模保育」（定員６～19人）、「保育ママ」
（定員１～５人）等に対する財政支援（地域
型保育給付）を創設

土地の確保が困難な地域でも、
既存の建物の賃借等により、
機動的な待機児童対策を講じ
ることが可能

地域子育て支援拠点（子育てひ
ろば）、一時預かりなど、在宅の
子育て家庭に対する支援を中心
に展開
※取組を容易とするための見直し

③地域の実情に応じた子育て支援の充実
・地域の実情に応じ、市町村の判断で実施で
きる１３の子育て支援事業を法定
・在宅の子育て家庭（０～２歳の子どもを持つ
家庭の７割）を中心とした支援の充実

延長保育、病児保育、放課後
児童クラブなど、多様な保育
ニーズに応える事業を中心に
展開

地域の実情に応じた子育て支援の展開

新制度の基盤

⑤社会全体による費用負担
・消費税率引上げにより、国・地方の恒久財源を確保
・質・量の充実を図るため、消費税率の引上げにより確保す
る０.７兆円程度を含めて１兆円超程度の追加財源が必要

④市町村が実施主体
・住民に身近な市町村に、子育て支援の財源と権限を一元化
・市町村は地域住民の多様なニーズを把握した上で、計画的
に、その地域に最もふさわしい子育て支援を実施

人口減少地域での展開 大都市部での展開子ども・子育て支援新制度の
主なポイント

子どもが減少する中で、適
切な育ちの環境を確保す
ることが課題

潜在的なニーズにまで応
え得る待機児童対策が課

題
（保育所待機児童解消加
速化プランなど）
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【事業概要】
◎企業等が、平成28年度4月以降に新設した保育施設の整備費・運営費を補助。
◎平成28年度に制度を創設し、平成28、29年度で計5万人分の受け皿の整備に取り組んできたところ。
平成29年度中、2万人分の整備を追加し、合計7万人分の受け皿を確保し、｢子育て安心プラン｣の前倒し実施を図る。

企業主導型保育事業（仕事・子育て両立支援事業費補助金）
平成３０年度概算要求 １，３２８億円（運営費：１，２８２億円、整備費：４５億円
（平成２９年度予算 １，３０９億円（運営費：７５２億円、整備費：５５８億円）

【財源確保】
・本事業は、一般財源ではなく、事業主拠出金 を財源とする。※厚生年金保険料等と併せて徴収。事業主負担のみ（労働者負担なし）
・事業創設に当たり、拠出金率の法定上限を引き上げ（標準報酬の0.15％→0.25％）

【事業実施の特色・メリット】

●働き方に応じた多様な保育を提供可能（休日・早朝・夜間等） ●複数企業による共同設置や共同利用が可能
●地域の子供の受け入れも可能

●施設整備費・運営費は認可施設並みの助成

0.15％
（～H27） H28 0.20％（＋0.05％：約800億円）

※平成30年度以降の拠出金率等は、
実施状況を踏まえ決定。H29 0.23％（ ＋ 0.08％：約1,300億円）

平成29年度引き上げ分：0.03％

【実施状況】助成決定 871施設／20,284（定員） （平成29年３月30日現在）

Ｃ社枠

地域
枠

※設定
は自由

Ａ社枠
Ｂ社枠
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2.0万人 2.0万人

＋1.9万人

3.9万人

1.1万人

平成28年度 平成29年度

第一次募集

（５月）

平成29年度

第二次(8月)

以降の募集

計3.9万
人

５万人
２万人

７万人程度

企業主導型保育事業整備量の推移

＜参考：子育て安心プラン＞

子育て安心
プランの
前倒し実施分
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○重大事故の集約範囲・方法・公表のあり方について取りまとめ

・報告対象施設・事業者： 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業、地域子ども・子育て支援事業（子どもを預かる事業に

限る）、認可を受けていない保育施設・事業

・報告の対象となる重大事故の範囲 : 死亡事故、治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故

・報告内容及び報告期限 : 報告様式を定め、報告期限の目安（第１報は事故発生当日等）を設定

・報告のルート :

特定教育・保育施設、特定地域型保育事業、地域子ども・子育て支援事業の施設・事業者 → 市町村 → 都道府県 → 国

認可を受けていない保育施設・事業者 → 都道府県 → 国

※「特定教育・保育施設等における事故の報告について（平成27年２月16日）」により通知

・公表のあり方： 国において事故報告をデータベース化し、平成27年6月より内閣府HPで公表（個人情報を除く）

○教育・保育施設等における重大事故の再発防止策に関する検討会（平成26年９月８日）を設置し、次の事項について議論
①重大事故の情報の集約のあり方
②集約した情報の分析、フィードバック、公表のあり方
③事故の発生・再発防止のための支援、指導監督のあり方

○子ども・子育て支援新制度では、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者は、事故の発生又は再発を防止するための
措置及び事故が発生した場合における市町村、家族等に対する連絡等の措置を講ずることとされている。（特定教育・保育施設
及び特定地域型保育事業の運営に関する基準 第32条、第50条）

○平成26年６月30日開催の第16回子ども・子育て会議において、特定教育・保育施設等の重大事故の発生・再発防止について
行政の取組のあり方等を検討すべきとされた。

２．検討会の議論

１．背 景

教育・保育施設等における重大事故の再発防止策に関する検討会について

３．中間取りまとめ (平成26年11月28日）
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１．事故の発生防止（予防）のためのガイドライン、事故発生時の対応マニュアルの作成
○ 本検討会において検討された、特定教育・保育施設等における重大事故の発生防止及び事故発生時の対応に関するガイド

ライン等に盛り込むべき内容（骨子）を踏まえ、具体的なガイドライン、マニュアルは、別途調査研究事業において作成する
○ 各施設・事業者や地方自治体は、このガイドライン、マニュアルを参考に、各々の実態に応じて事故発生の防止等に取り組む

重大事故の発生防止のための今後の取組みとして、以下のとおり取りまとめ

２．事故の再発防止のための事後的な検証
○ 地方自治体における検証

教育・保育施設等における子どもの死亡事故等について、事実の把握、発生原因の分析等を行い、必要な再発防止策を検討
するために実施 ＊検証にあたっては、プライバシー保護及び事故に遭った子どもや保護者の意向に配慮する
＜検証の実施主体＞
・特定教育・保育施設、特定地域型保育事業、地域子ども・ 子育て支援事業 → 市町村（都道府県は市町村の検証を支援）
・認可を受けていない保育施設・事業 → 都道府県（指定都市、中核市を含む）

＜検証の対象範囲＞
地方自治体・・・死亡事故、死亡事故以外の重大事故（検証を必要と判断した事例 例：意識不明等）

（施設・事業者は、上記以外の事故、ヒヤリハット事例について適宜検証を実施する）

○ 国における再発防止策の取組
有識者会議を設置し、地方自治体の検証報告等を踏まえた再発防止策を検討・提言
・事故報告に基づく集計・傾向分析 ・再発防止に係る提言 等を実施

３．事故の発生・再発防止のための指導監督のあり方
○ 重大事故の発生・再発防止の観点からの指導監督の効果的な運用が必要
・重大事故が発生した場合等、事前通告なく指導監査を実施すること等を通知等で明確化
・事故の発生・再発防止に対する日常的な指導の充実

※今後の施設・事業者や地方自治体の運用状況等を踏まえ、事故の発生防止等の取組みについて引き続き見直していく

４．最終取りまとめ (平成27年12月21日）

9



重大事故報告の系統

特定教育・保育施設
特定地域型保育事業者

地域子ども・子育て支援事業者

認可外保育施設
認可外の居宅訪問型保育事業者

市町村（※） 都道府県 内閣府・文部科学省・
厚生労働省

消費者庁

①第１報：原則事故発生当日（遅くとも事故発生翌日）
②第２報：原則１ヶ月以内程度 等

第１報：原則事故発生当日（遅くとも事故発生翌日）

厚生労働省

消費者庁

①第１報：原則事故発生当日（遅くとも事故発生翌日）
②第２報：原則１ヶ月以内程度 等

都道府県（※）

※指定都市・中核市を含む。 第１報：原則事故発生当日（遅くとも事故発生翌日） 10
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